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［事案 2020-279］入院給付金支払請求  

・令和 3年 7月 30 日 裁定終了 

＜事案の概要＞ 

約款所定の入院に該当しないことを理由に、入院給付金が支払われなかったことを不服とし

て、給付金の支払いを求めて申立てのあったもの。 

＜申立人の主張＞ 

気分変調症により約 2 か月間入院したため、平成 30 年 10 月に契約した引受基準緩和型医

療保険にもとづき入院給付金を請求したところ、約款所定の入院に該当しないことを理由に支

払われなかったが、以下等の理由により、入院給付金を支払ってほしい。 

(1)うつ病のためひきこもり、幻覚を見て 110 番通報したり、駅のホームから転落する等、精

神不安定による生命・身体の具体的危険が発生するような状態であった。同居家族からも

病気への理解が得られず、自宅療養では改善しなかった。 

(2)入院期間中に外出・外泊はせず、医師の管理下で治療に専念した結果、気分変調症やうつ

症状は改善し、職場復帰が可能となった。 

(3)治療と社会復帰のためには入院して治療に専念するほかない状況であり、実際に治療効果

もあった。 

＜保険会社の主張＞ 

以下等の理由により、本入院は、約款に定める入院給付金の支払事由を充足していないこと

から、申立人の請求に応じることはできない。 

(1)約款に定める入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、

常に医師の管理下において治療に専念することを言い、その該当性判断は、保険事故発生

時の医学水準・医学常識に照らして客観的合理的に検討される。 

(2)申立人の気分変調症は軽症と評価される疾患であり、本入院中の症状も入院適応となる状

態ではなかった。さらに申立人の日常生活は自立しており、持ち込み薬も自己管理してい

たことを踏まえれば、本入院は客観的合理的に入院の必要性があったとは言えない。 

(3)申立人が本入院中に外出・外泊をしなかったのは、入院給付金の支払要件を外形的に満た

すためであり、主治医も医学上の入院の必要性を認めていない。申立人が主張する本入院

の治療効果は、入院の必要性を基礎づける事情とはならない。 

＜裁定の概要＞ 

1.裁定手続 

裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、入院時の状況等を把握する

ため、申立人に対して事情聴取を行った。 

2.裁定結果 

上記手続の結果、本入院が約款所定の入院に該当するとは認められず、その他保険会社に指

摘すべき特段の個別事情も見出せないことから、和解による解決の見込みがないと判断して、

手続を終了した。 

 

 


